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令和７年度 別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員 採用試験案内 

（令和８年４月１日採用） 

 

１ 職   種  会計年度任用職員【一般事務（秋草葬斎場）】 

 

２ 採用予定者数  １人（変更になる場合があります） 

 

３ 勤 務 条 件 

（１）職務内 容 一般事務（秋草葬斎場） 

※主な内容：①受付業務（予約システム・使用許可証など） 

②電話対応 ③来場者の対応 

④その他施設の管理業務（消毒作業含む。） 

（２）勤務場 所 秋草葬斎場（大分県速見郡日出町大字平道字秋草291-1） 

（３）任用期 間 １年間（令和８年4月1日～令和９年3月31日） 

     ※勤務成績等により２回を限度に再度任用する場合があります。 

      なお、任用後１ヶ月間は条件付採用期間となります。 

（４）勤 務 日 週４日程度勤務（ローテーションにより勤務日決定） 

（５）勤務形 態 原則として午前8時30分から午後5時までの間（7時間45分） 

        月16日勤務 

※途中45分の休憩が付与されます。 

※勤務形態や配置先を選択することはできません。 

配置された勤務場所の形態に従っていただきます。 

（６）時間外勤務 時間外勤務命令による勤務 

         ※時間外勤務を行った場合には、単価に応じた割増報酬を支給します。 

（７）休 日 等 ローテーションによる休日（＊施設は１月１日のみ休み） 

（８）報  酬 日額 9,295円 ～ 9,914円 

         ※今後の給与改定等の状況によっては、支給額が増減することがあります。 

（９）期末勤勉手当 当組合の規定に基づき、要件を満たす場合、６月及び１２月に期末勤勉手当 

         が支給されます。 

（10）費用弁 償 条件により通勤に係る費用を支給します。 

         ※マイカー通勤可、駐車場あり 

（11）社会保険等 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等に加入 

（12）休 暇 等 当組合の規定に基づき、年次有給休暇、特別休暇等があります。 

 

４ 受験資格 

 （１）平成20年４月１日までに生まれた人 

（２）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

   ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 
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なくなるまでの者 

・別府市、杵築市及び日出町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日 

から２年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

５ 試験について 

 （１）申込方法 所定の申込書に必要事項を記入し、当組合事務局までお持ちになるか 

簡易書留又は特定記録で郵送してください。 

         申込書は当組合ホームページからダウンロードできます。 

         ＊提出書類 

          ①採用試験申込書 

          ②返信用封筒（長形３号の封筒に 110 円切手を貼り、宛名を明記したもの） 

           （※受験通知の送付用） 

 （２）受付期間  令和７年12月15日（月）～12月26日（金）（土，日を除く） 

           受付時間：午前8時30分から午後５時まで 

※郵送の場合、12月26日（金）必着になります。 

 （３）試験日程等 

   ① 面接試験及びパソコン実技試験 

          令和8年１月１6日（金） 

          ＊試験開始時間等詳細については、「受験通知」をお送りしますので、必ず 

確認してください。 

          ＊1月６日（火）までに受験通知が届かない場合は、当組合事務局まで 

ご連絡ください。 

   ② 試験場所 別府市役所４階（別府市上野口1番15号） 

   ③ 試験内容 パソコン実技試験（＊エクセルによる試験） 

面接試験 

   ④ 合格発表 当組合ホームページに番号で掲示するほか、合格者には文書で通知いたしま

す。不合格者への通知はいたしません。 

 

６ 採用後の注意点 

 （１）任用期間中の身分は、一般職の地方公務員となりますので、守秘義務、政治活動の制限等 

の義務が課せられます。 

 （２）兼業については可能ですが、職務専念義務等の観点から以下の点にご注意ください。 

    ・職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 

    ・職員の職との間に特別な利害関係がある又は生ずるおそれがないこと。 

    ・職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがないこと。 

    ・他の事業所と合わせて１日につき計8時間を超えて労働しないこと。 
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    ・他の事業所と合わせて１週間につき計40時間を超えて労働しないこと。 

 （３）配置先については令和8年３月３１日までに連絡しますので、４月１日から職務に就ける 

ようご準備ください。 

 

 

７ お問い合わせ及び申込書提出先 

  別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務局 総務係  

   〒874－8511 別府市上野口町1番15号（別府市役所４階） 

   電話：0977－21－1126  

   E-mail：kouiki@city.beppu.lg.jp 

 

 


